
令和2年2月市議会教育厚生委員会資料

第20号議案

目次

令和2年度長崎市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和2年度長崎市後期高齢者医療事業特別会計予算総括表

長崎市後期高齢者医療事業に係る会計のしくみ

令和2年度長崎市後期高齢者医療事業特別会計予算のボイント

令和2・3年度保険料率について

令和2年度の制度見直しについて

令和2年度の年間保険料額の例について

本市の後期高齢者医療の概要(参考)

後期高齢者医療制度における医療費の流れ等について(参考)

2

3

4

5

6

7

8

PI

P2

P3~4

P5

P5~6

P7

市

P9

P8

健康

2年2令

民
和

部
月





.、.

、

1 令和2年度長崎市後期高齢者医療事業特別会計予算総括表

款 項

1 後期高齢者医療保険料

1 後期高齢者医療保険料

歳

目

1特別徴収保険料

2 使用料及ぴ手数料

2普通徴収保険料

2年度

当初予算A

1 手微料

4,294,691

入

元年度

当初予算日

4,294,691

1証明手数料

3 繰入金

2,630,552

2督促手数料

4,166.661

1,664,139

1 一般会計繰入金、

4,166,661

増減

A一日

2,610,526

1保険基盤安定繰入金

505

128,030

1,556,135

4 繰越金

2事務費繰入金

505

款

128,030

項

1 繰越金

1総

20,026

531

1,522,746

504

108.004

5 諸収入

531

1,522,746

1線越金

1総務管理費

務

歳

目

1,301,220

' 26

費

1 延滞金、加算金及ぴ過料

1,460,255

530

1一般管理費

' 26

2 徴収費

221,526

1,460,255

2年度

当初予算A

1延滞金

1,207,735

1徴収費

0

' 26

2過料

2 償還金及び還付加算金

2 篭期高齢者医療広域連合納付金

62,491

2滞納処分饗

252,520

72,754

出

元年度

当初予算B

62,491

1保険料還付金

48,351

1 佳期高齢者医療広域遠合納付金

(単位:千円)

93.485

9β26

2還付加算金

▲ 30,994

48,351

3 雑入

3 諸支出金

舶,907

1後期高齢者医痩広域連合鏑付金

1,122

24,403

増減

A-B

71,894

1,121

1雑入

20,653

1 償還金及ぴ還付加算金

9,734

0

▲ 26,153

71β94

3,750

5,745,821

' 23,543

27,013

997

1保険料還付金

8,694

0

5,745β21

4 予備費

▲ 23,543

19,389

996

2還付加算金

8,590

0

5,745β21

92

▲ 2,610

フ,624

5,529,310

1 予備費

104

125

8,465

5,529,310

125

8,334

8,694

10

1,264

1予備費

計

' 3,874

5,529,310

8,694

10

131

0

216,511

229

8,590

272

8,465

216,511

256

5,827,7舶

272

104

▲ 27

8,465

216,511

▲ 262

印0

8,334

▲ 262

500

229

5,637,182

131

500

229

500

256

500

' 27

190,5釘

500

0

0

0

計 5.827,769 5,637,182 190,587合合



2長崎市後期高齢者医療事業に係る会計のしくみ

長崎市

[三匝入ヨ

保険基盤安定県負担金

975.914千円

一般会計

1、J

[1亜匝ヨ
保険基盤安定繰出金

1,301220千円

後期高齢者医療健康診

査受託事業収入

71,023千円

※内訳

県負担分;9乃,914千円

市負担分:325,306千円

事務費繰出金

後期高齡者医療事業

費補助金(原爆分)

部,312千円

※内訳

広域連合事務費負担金.

148,789千円

本市事務費.72,237千円

予備費: 500干円

221,526千円

[亙亙ヨ

後期高齢者医療健康診査費

70,3舶千円

保険基盤安定繰入金

1,301,220千円

後期高齢者医療事業特別会計

後期高齢者医療療養給付費

負担金

6,205,125千円

保険料等

4,295,812千円

※内訳

保険料:4,294,691千円

延滞金: 1,121千円

t

事務費繰入金

221,526千円

広域連合紬付金

5,745,821千円

区亟巫ヨ

長崎県後期高齢者医療広域連合一般会

※内訳

納付金(保険料等):

4,295β12千円
事務費負担金:

148.789千円

保険基盤安定負担金

1.301,220千円

督促手数料等

保険料還付金等

8,694千円

517千円

長崎市事務費等

乃,254千円

※内訳

総務費.

予備費.

保険料還付金等
(被保険者へ還付)

8,694千円

72,754千円

500干円

計及び特別会計
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3 令和2年度長崎市後期高齢者医療事業特別会計予算のポイント

【歳入】

(1)1款1項後期高齢者医療保険料

目

1 特別徴収
保険料

年金から天引き
(介護保険料が天引きされている年金額が年
問18万円以上の方)

2 普通徴収
保険料

内

納付書により納入(上記以外の方、若しくは
介護保険料と当該保険料額を合わせた額が年
金受給額のν2を超過する方、又は年金天引
きではなく口座振替を希望さ.れる方)

※.歳出予算の r2款1項1目後期高齢者医療広域連合納付金」の一部として市が広域連合へ納付.する。

(2)3款1項一般会計繰入金

ア 1目保険基盤安定繰入金

三十

令和2年度
当初予算①

所得の低い方に係る保険料の軽減(均等割額の7・5・2割
軽減)分及び被用者保険の被扶養者だった方の軽減(均等
割額の5割軽減)分を、一般会計から繰入れる。

2,630,552

※歳出予算の「2款1項1目後期高齢者医療広域連合納付金」の一部として市が広域連合へ納付する。

令和元年度
当初予算②

内

イ 2目事務費繰入金

1,664,139

2,610,526

(巣位:千円)

増減
①一②

4,294,691

広域連合
事務費

1,556,135

20,026

広域連合運営や保険給付に係る人件費及び
事務費のうち本市負担分(※)

4,166,661

本市
事務費

令和2年度
当初予算①

108,004

内

・事務費
・予備費

1,301,220
(県3/4 975,914)
(市ν4 325,306)

(※)歳出予算の「2款1項1目後期高齢者医療広域連合納付金」の一部として市が広域連合へ納付する。

128,030

令和元年度
当初予算②

容

72,237千円
500千円

1,207,735
(県3/4 905,80D
(市ν4 301,934)

計

(単位:千円)

増滅
①一②

令和2年度
当初予算①

93,485
(県3/4 70,113)
(市ν4 23,372)

148,789

令和元年度
当初予算②

72,737

153,918

(単位:千円)

221,526

増滅
①一②

3

98,602

' 5,129

2駿,520

' 25,865

▲ 30,994

容

容
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【歳出】

( 1) 2款1項1 目

歳入項目

後期高齢者医療広域連合納付金【事業費5,745,821千円】

歳出

保険料
(※ 1 )

保険基盤安定繰入金
(※2)

延滞金

令和2年度
当初予算①

広域連合事務費繰入金
(※3)

広域連合納付金

4,294,691

令和元年度
当初予算②

(※1)市は保険料を徴収し、徴収した保険料を広域連合へ納付する。
(高齡者の医療の確保に関する法律第104条及び第105条)

計

1,121

(単位:千円)

1,301,220

(※2)低所得者及び被用者保険の被扶養者だった方に係る保険料軽減分を県3/4及ぴ市ν4の割合で負担し、
市が取りまとめて広域連合へ納付する。(高齢者の医療の確保に関する法律第的条及び第105条)

(※3)広域連合運営や保険給付に係る人件費及び事務費を県内21市町が按分して負担する。
(長崎県後期高齢者医療広域連合規約第17条第2項)

按分内訳:経費の1割は均等割、 5割は高齢者人口割、 4割は人口割、本市負担率約28%

4,166,661

増減
①一②

148,789

5,745,821

996

1,207,735

128,030

主な増減の理由

153.918

、゛

保険料の料率改定等に伴う増

5,529,310

125

93,485

料率改定に伴う均等割額の増
額及ぴ対象人数が増加したこ
とによる保険基盤安定負担金
の増

▲ 5,129

216,511

広域連合事務費負担金の減

4
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4 令和2・3年度保険料率について

高齢者の医療の確保に関する法律等の規定により、保険料の料率は2年ごとに見直す

ことになっているため、長崎県後期高齢者医療広域連合において令和2,3年度の保険

料について算定を行ったところ、医療給付費の増加等により、均等割額、所得割率がい

ずれも引き上げとなった。また、高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の改正に伴

い、賦課限度額が引き上げとなった。

(保険料算定方法)

均等割額

(被保険者全員)

迎■四円

(現行 45,800円)

・同一世帯内の被保険者と世帯主の前年の合計所得額が基準以下の場合は均等割額の

軽減がある。

・制度加入直前に社会保険の被扶養者であった被保険者には所得割額は賦課されず、

均等割額も制度加入後2年問5割軽減される。

十 所得割額

(被保険者の前年の総所得

-33 万円)×8.98%

5 令和2年度の制度見直しについて

(現行 8.67%)

(1)低所得者に係る保険料均等割額の軽減

令和元年度に引き続き、所得基準額が見直され、軽減対象が一部拡大される。

保・険料

年額最高餌万円

5

33万円+(52万円※X被保険者数)以下

同一世帯内の被保険者と

世帯主の前年の合計所得金額

(現行62万円)

33万円十(28万5千円※X被保険者数)以下

※令和元年度は51万円

※令和元年度は28万円

軽減

割合

2割

5割



(2)保険料均等割額の軽減特例措置の見直し

平成28年12月22日に社会保障制度改革推進本部が決定した「今後の社会保障改革の実施について」
を踏まえ、保険料均等割軽減特例(9割、8.5割)1こついて、介護保険料軽減の拡充や年金生活者支援
給付金の支給とあわせて令和元年度から次の表のとおり見直しとなった。

年度

令和元

令和2

9割軽減対象者※1

令禾Ⅱ3

8割軽減

※19割軽減対象者.同一世帯の被保険者と世帯主の前年所得合計額が33万円以下かつ被保険者が年
金収入のみで年額80万円以下

※28.5割軽減対象者:同一世帯の被保険者と世帯主の前年所得合計額が33万円以下

7割軽減

、

7割軽減

8.5割軽減対象者様2

(被保険者の前年の総所得一33万円)×8.98%

8.5割軽減

フ.75割軽減

7割軽減

fリ

153 16880 272225

※3年金収入:夫婦2人共後期高齢者の被保険者の世帯で、妻の年金収入が即万円以下の場合における
夫の年金収入

※令和2年度軽減対象者数は長崎県後期高齢者医療広域連合試算値

(18,862人)

7割軽減

フ.75割軽減、

(12,8"人)

(3)本市及ぴ長崎県後期高齢者医療広域連合の広報

本市及ぴ広域連合による広報(ホームページ、広報誌、ダイレクトメール発送)4月~7月

保険料決定通知書発送7月中旬

5割軽減

(フ,546人)

令和2年度

2割軽減

(フ,189人)

軽減なし

(年額47,200円)

限度額

64万円

年金収入(円)※3

6

1所
得
割

均
等
割
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6 令和2年度の年間保険料額の例について

後期高齢者1人世帯

計 82,200円《現行 79,600円》

年金収入 790,000円
(老齢基礎年金のみ)

軽減なし

年金収入 1,530,000円
炉斯尋割なし限度額)

142,700円《現行 138,000円》

年金収入 1,920,000円
(厚生年金平均受給額)

37 700円現行 36,600円》

均等割の適用軽減

年金収入 2,100,000円

180,400円《現行 174,600円》

7割軽減
(現行:8割軽減)

年金収入 3,000,000円

後期高齢者2人世帯

フ.75割軽減
(現行:8.5 割軽減)

年金収入
夫 790,000円

(老齢基礎年金のみ)

179,200円《現行

47 200円《現行

5割軽減

妻 790,000円
(老齢基礎年金のみ)

1年問の保険料額

2割軽減

年金収入
夫 1,530,000円
炉耐尋割なし限度額)

計 226,400円《現行 219,000円》

14,100円(※13,700円)

《現行 9.100円》

軽減なし

均等割の適用軽減

妻 790,000円
(老齢基礎年金のみ)

10,600円(※10,300円)

《現行 6,800円》

年金収入

夫 1,920,0,00円

(厚生年金平均受給額)

7

7割軽減
(現行:8割軽減)

58,600円《現行 56,700円》

23 600円《現行 22 900円》

妻 790,000円
(老齢基礎年金のみ)

58,600円

《現行 56,700円》

年金収入
夫 2,700,000円

フ.75割軽減
(現行:8.5 割軽減)

能,800円

《現行 86,000円》

179,200円

《現行 173,200円》

妻 790,000円
(老齢基礎年金のみ)

1年間の保険料額

173,200円》

45 800円》

年金収入
夫 3,000,000円

14,100円

14 100円

28,200円(※27,400円)

《現行 18,200円》

妻 790,000円
(老齢基礎年金のみ)

5割軽減

※()内の金額は、保険料率の改定が行われなかった場合の令和2・3年度にお

ける保険料の試算値。

(※13,700円)

(※13 700円)

10,600円

10 600円

21,200円(※20,600円)

《現行 13,600円》

2割軽減

(※10,300円)

(※10 300円)

夫
妻
計

夫
妻
計

夫
妻

夫
妻
計

夫
妻

例
4

例
1

例
2

例
3

例
4

例
5

例
1

例
2

例
3

例
5



7 本市の後期高齢者医療の概要(参考)

平均被保険者数(人)

医療費総額

一人あたり医療費(円)

保険料率

(千円)

平成29年度

64,080

一人あたり保険料額※(円)

83,590,583

平成30年度

※毎年度6月当初賦課時点において、賦課総額を賦課対象被保険者数で除した金額。

※令和2年度は推計値。

1,304,472

(均等割額)

46,800円

(所得割率)

8.8%

64,673

84,663,'403

所得階層別被保険者数(人)

(令和2年1月末)

令和元年度

(見込み)

1,309,100,

(均等割額)

45,800円

(所得割率)

8.67%

※令和2年1月末被保険者数合計 65,692人

61,324

65,503

84,883,918

令和2年度

(見込み)

1,295,878

.、

(均等割額)

45,800円

炉斤イ尋割率)

8.67%

現役並み

所得者

61,081

65,406

85,フフフ,412

3,363

1 311 461,

(均等割額)

47,200円

炉后与割率)

8.98%

一般

62,098

,

29,695

中

住民税非課税

17,082

66,670

住民税非課税

(年金収入80万円

以下など)

15,552

8
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8 後期高齢者医療制度における医療費の流れ等について(参考)

(1)医療費等の流れ図

支払基金

被保険者

①受

診〔被保険者証提示〕

医療機関

④支払基金交付金

後期高齢者医療

広'域連合

特別会計

■■■●●●■■■●,■■●■旦■■■■■■■■■■巨■■■■■■●■■^

②医療費請求・支払 .
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(2)後期高齢者医療費負担割合
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